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法
学
部
設

置
三
+
周
年

の
回
雲

に
近

い
も

の
を
企
画
さ
れ

て

い
る

こ
と
か
ら
、
そ

の
座
談
会

に
出
席

し
な
か

っ
た
私
は
・
紙
上
参
加

さ

せ

て

頂
く

こ

と

と
な

り

ま

し

た
。

禁

禦

川
大
学

に
就
任
し

た

の
が

一
九

六

犀

(昭
和
三
+
六
年
)
四
月

で
、
当
時

は
法

経
学
部

の
中

に
法
学
科

が
設
置

さ
れ
・
法

経
学
部
長

は
確

か
岡
野
鑑
記

教
授

(財
政
学
)

で
あ

・
た

か
と
思

い
ま
す
.
後

に
な

っ
て
法
学
科

長

は
尾
後

貫
教

授

(刑
法
)
で
・

こ
れ

ら

の
責
任
者

は
米

田
吉
盛
学
長

の
任
命
制

で
し

た
。

法

経
学
部
時
代

は
、
経
済
学

一
般

に
重

占
蝋
が
あ

り
ま
し

た
.
大
熊

信
行

(経
済
学
)
、
山

・
茂

(金
融
論
)
・
岡
野
鑑
記

(財
肇

・
宮

川
武
雄

(経
肇

辱

々
の
着

な
学
者

が
芳

ま
し

た
.
法
律
学

で
は
、
堀
五
之
介

(行
政
法

法

学
)
、
水
本
浩

(民
法
)
蒲

里

晴

(商
法
)
、

大

原
栄

=

商
法
)
、

春

宮

千

鉄

(政
治
学
)
、

鈴

木
信

太

郎

(法
学
)

が

お

り
、

私

と

藷

に
安

井

達

弥

(政
治
史
)
・

そ

し

て
そ

の
後

、
黒

田
覚

(憲
法
)
、
小
町
谷
操

三

(商
法
)
、
尾

賃

荘
太
郎

(刑
法
)
、
田
中
眞
次

(行
政
法
)
、
平
岡

箋

(労
働
法
)

の
各
教
授

が

充

六
三
年

(昭
和
三
全

に
迎
え
ち

れ
、
中

嚢

直

罠

法
)
が
助
教

授
と
し

て
、
新
戦

力

に
補
強

さ
れ

ま
し

た
・
更

に
蒙

部

独
立

の
馨

と
し

て
、
前

沢
巾
心
成

(民
訴

.
破
産
法
)
、
坂
本
蓬

(刑
法
)
、
奥

原
忠
弘

(法
学

憲
法
)
、
東

寿
太
郎

(国
際
法
)
・
岩
崎

二
郎

(刑
事
法
学
)
、
大
場
茂

行

(民
法
)
、
半

田

正
夫

(民
迭

の
各

教
授

・
助
教
授

・
講
師

塑

九

六
五
年

(昭
和
四
。
年
)
に
迎
え

ら

れ
ま
し
た
.
そ

の
他
正
杢

、冗

(刑
事
学
)
、
そ
し

て
非
常
勤

講
師

と
し

て
薬
師
寺
志
光

(民
法
)
ほ
か
、
裁
判
官
羅

で
数
人

の
藷

が
学
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生

に
講
義

を

し

て

お

り

ま

し

た
。

法
学
部

独
立

は
・

充

六
五
年

(昭
和
四
・
年
)
四
月

百

か
ら
始

ま
る
わ
け

で
す

が
、
法
学

部
設
置
基

準

の
柱
は
、

一
施

設
、
二
人

餐

三
図
書

の
三
部
類

に
分
け
ら
れ
、
最
も
墨

な

の
は
、
贅

そ

の
次

が
関
連
図
皇
日
で
あ
り
ま
す

。
製

日
関
係
を
精
力
的

に
整
備

さ

れ

た

の
は

田
中

眞

次

教

授

(行
政
法
)

で
あ

り
ま

し

た
。

教

員

に

つ
き

ま

し

て

は

既
述

し

た

と

お

り

で
す

。

こ
こ
で
・
法
学
部
馨

前

後

の
学
生

に
関

し
て
特
筆
す

べ
き
事
柄

に

つ
き
、
述

べ
て
み
た

い
と
思

い
ま
す
.
そ
れ
は
学
生
法
学
研
究
部

の
こ
と
で
す
・

堀
五
之
介
先
生

と
禁

顧
問

に
な
り
、
無
料
法
律
相

談
や
模
擬
裁
判
等
を
精
力
的

に
行

っ
た

こ
と
で
す
.

と
-

に
、
無
料

法

律

相

談

は
・

神

奈

川
県

下

の
各

都

市

で
、

好

評

を

得

て

お

り
ま

し

た

.
当

時

の
在
学

生

、

・

B

の
活

躍

は
目

覚

ま
し

い
も

の
が
あ

り

ま

し

た
・

私

自
身

も

教

え
ら

れ

る

こ

と

が
多

く

、

三

泊
、

四

泊

し

て

一
般

市

民

の
相

談

に
応

じ

た
も

の

で
す

。

こ

の
法

律

相

談

で
記
憶

に
残

る
、

一
、

二

の
ケ
支

に

つ

い
て
、

御

紹
介

申

し
あ

げ

た

い
と
田
心
い
ま

す
.

あ

る
中

年

の
男

性

と

二
+

才

前

後

の
女

性

が

婚

姻

に

つ
い

て
相

談

に
来

ま

し

た
.

二

人

で
結

婚

し

た

い
.

つ

い
て

は

婚

姻

届

が

で
き

る

か

ど

つ
か

と

い
、つ
こ

と

で

し

た
・

二
人

と

も

戸
籍

謄

本

を
持

っ
て

お
り

ま

し

た
.

私

は

と

ー

に
事

情

も

聞

か

な

い
で
、

「
大

丈

夫

で
し

ょ
、つ
」

と
答

え

ま

し

た
.

と

こ

ろ

が
・

こ

の
若

い
女

性

は

・

こ

の
男

の
妾

の
実

子

で
あ

る

こ
と

が
分

か

っ
て
来

ま

し

た
.

戸
舞

上

は

二
人

の
関

係

は
他

人

で
し

た

が
、

血

縁

的

に
は

実

の
親

子

で
し

た
・

私

は
息

を

飲

む

思

い
で

驚

き

、
婚

姻

届

が

で

き

る

か

ど
う

か

に

つ

い
て
、

そ

の
後

何

も

舌
口
わ
ず

、

「
結

婚

は
絶

対

に
止

め

な

さ

い
」

と

吐
き

捨

て

る
さ

つ
に
、

二

人

を

に
ら

み

つ
け

ま

し

た
.

二
人

は
手

を

つ
な

い
で
、

愛

し

合

っ
て

い
る

と
、

う

そ

ぶ

い
て

お
り

ま

し

た
。

次

に
H
市

で
の
法
律

相
談

の
こ
と
で
玄

女
性

の
法
律

相
談

で
、

こ
れ
も
婚
姻

に
関
す

る
も

の
で
玄

戸
藷

本
を
見

ま
す

と
、
妻

が

二
人
記
載

さ
れ
て

い
る

の
で
す
.

こ
れ

こ
そ
、
教
科
書
通
り

の
重
婚

で
究

民
法
七
三

二
条

の
重
婚
禁
止

の
規
定

に
反
し
ま
す
し
、
更

に

刑
迭

八
四
条

の
重
婚

の
罪

に
該
当

し
、

犯
罪
行
為

に
も

な
り
ま
重

ど
、つ
し

て
戸
籍
簿

に
二
人

の
妻

が
記

載
さ

れ
て

い
る

か
に

つ
い
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て
、

伝

聞

に
よ

り

ま

す

と

、

戸
籍

係

の
職

員

に
依

頼

し

て
、

追
記

し

て
貰

っ
た

と

の

こ
と

で
し

た
・

さ

て
、
学
生

法
学
研
究
部

メ

ン
↑

の
諸
兄
姉

は
、
卒
業
後

法
曹
界

會

界

・
財
界

の
諸
方
面

に
お

い
て
指
導
的
あ

る

い
は
中
枢

の

ポ

ジ
シ

.
ン
で
活
躍
中

で
す
.
前
述

し
ま
し
た
堀
五
之
介
先

生

の
追
悼
法
要

が
毎

年

百

下
旬

に
行

わ
れ
・
今
年

(
冗

九
六
年
)
は
・

堀
先
生

の
生
誕
百
周
年

が
計

画
さ
れ

て
お
り
ま
す

。

充

六
五
年

(昭
和
四
・
年
)
に
法
学
部

が
法
経
学
部

か
ら
分
離
独

立
し
、
初
代

の
法
学
部
長

は
黒

田
覚
教

授

(憲
迭

で
し
た
・
当

時

は
、
法
学
部
教
授
会
は
存
奪

ず
、
全
学
部

の
全
体
教
授
会
、

つ
ま
り
法
学
部
、
経
済
学
部

、
外
国

語
学
部

工
学
部

短

大

の
各
学

部

の
寄
A
.
所
帯

で
、
教
授
ム
議

長
は
も
ち
ろ
ん
米
田
吉
盛
学

長
で
し

た
.
教
授
会

出
席

の
瞥

が
、

百
人
を
越
え
て

い
た

の
は
当
然

の
こ

と

で
す
.

そ
し

て
、
贅

の
人
事

つ
ま
り
採
用
、
昇
任

に
関
す

る
承
認

は
、
全
体
教
萎

の
轟

事
項

で
あ

っ
た
こ
と
は

い
う
ま

で
も
あ

り

ま

せ

ん
。

「
九

六
五

年

(昭
和
四
・
年
)
法
学

部

発

足

に
伴

い
、

法

学

部

ス
タ

ッ
フ
が
緊

張

感

と
生

気

に
満

ち

て

い
た

こ
と

は
・

相
心
像

に
難

く
あ

り
ま

せ
ん
.
そ
れ

が
、

二
年
有
余
後

の

一
九

六
八
年

(昭
和
四
‡

}年
二

月

に
、
突
然

に
襲

っ
た
大
学
紛
争

に
よ
り
・
法

学
部
伸
張

の

星

.
は
、
木
端
微
塵

に
か
き
消
さ
れ

て
し
ま

い
ま
し
た
.
他

の
大
学

の

い
か
な
る
紛
争

よ
り
も

さ
き

が
け

て

大
学
中
枢
部

を
直
撃
し

ま
し

た
.

ア

メ
リ

カ
原

潜

エ

ン
タ
ー

プ

ラ
イ

ズ

寄

港

阻

止

支

援

の
カ

ン

パ
を

し

て

い
る
学

生

と

学

生

部

職

員

と

の
上

フ
ブ

ル
か
ら

・
学

内

規
程
即
時
無
効
、
学

長
荏

へ
と
目
ま
ぐ
る
し
蓬

展
し
、

大
が
か
り
な
塁

化
闘
争

へ
と
拡

大
し

て

い
き
ま
し
た
・

こ
の
神
大
塁

化

闘
争

に
、
私
も

一
枚
噛
ん

で
い
た

こ
と
崖

.
白
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
.

こ
の
時

の
学
生
部
長

が
、
法
学
部

の

薮

授

で
あ

っ
た
た

め

に
、
法
学

部
に
対
す

る
風
当

た
り

は
、
他
学
部
教
員

の
指

弾

の
的

と
な

り
、
そ
し

て
、
そ

の
箪

は
、
時

を
経
ず
し

て
法
学

部

の
解
体

に

つ
な
が
り

か
ね
な

い
大
、璽
誉

の
辞
任

で
し
た
.
尾
後
貫
教
授
、
平
岡
教

撰

小
町
谷
教
授
、
大
原
教
授
、
半

田
助
教
授
・
前
沢
教
探

大
場
教
授
、
東

助
教

授
、
奥
原
助
教
授
、
後

に
な

.
て
岩
崎

教
授

の
辞
職

へ
と
発
展
し
ま
し

た
.
学

生

の
激

し

い
追
求

の
鋒
先

は
学

長

.



426
神奈川法学第31巻 第1号(426)

理
妻

の
辞
任
・
学
生
部
関
係
の
教
賢

難

そ
し
て
塁

化
を
叫
ぶ
贅

も
同
歩
調
で
あ

.
た
か
と
思
わ
れ
ま
事

フ
博ン
カ
ル
な
学

生

の
先
鋒

は
・
大
学
解
体
を
も
視
野

に
入
れ
た
斗
争

を
展
開
し
始

め
ま
し

た
.
大
学
改
革
を
越
え

た
政
治
斗
争

へ
と

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

た

の
で
す
・

学
生
群
は

セ
ク
差

懇

し

(反
帝
学
評
)
、
大
学
本
館
を
封
鎖

、
立
て

こ
も

り
、
大
学
機
能

は
麻
痺

状
態

と
な
り
ま
し

た
.

す

で
に
述

べ
ま
し
た
法
学
部
贅

の
大
量
辞
任

は
な
ぜ
起

》
」
っ
た

の
か
に

つ
い
て
、

そ

の
原

因
は
定

か
で
あ
り
ま

せ
ん
が
、
当
時

の
か

す

か
な
記
憶

を
辿

り
ま
す
と
・
葎

学
と

い
う
学

問
自
体
が
保
守
的
範
疇

に
属
し

て

い
る
こ
と
、
大
学

の
管
理
支
配
体
制

の
要
職

に
法
学

部

教

員

が
配

置

さ

れ

て

い
た

こ
と
、

な

ど

が
そ

の
主

な

要

因

か

と
思

っ
て

お

り

ま

し

た
。

さ

て
・

当

時

の
私

の

ゼ

ミ
ナ

ー

ル
に

つ

い
て

一
言

申

し
あ

げ

て

お
き

た

い
と
思

い
ま

す
。

私

は

ゼ

ミ

の
テ

ー

マ
を

川
島

武

宜

惹

所
有

権

法

の
理
論

』

の
研
究

に
お

い
て

お
り

ま

し

た
.

そ

の
読

解

の
た

め

に
避

け

て
通

れ

な

か

っ
た

の
は
・

マ
ル
ク

ス
の
資
本

論

で
し

た
.

ゼ

ミ
ナ

リ

ス
蓬

は
、

マ

ル
ク

ス
の
勉

強

に
没

頭

し
ま

し

た
.

そ

し

て
、

大

学

紛

争

で
す

.

ゼ

ミ
ナ

リ

ス
ト

の
中

に

は
・

好

機

を

得

た
り

と
、

革

命

を

・
に
す

る
者

も

現

れ

、

大

学

の
畢

化
路

線

は
、

政

治

闘

争

の
色
彩

を

帯

び

て

ゆ
き

ま

し

た
・

産

学

協

同

路

線

L

反

対

を

・

々
に

唱

え

る
よ

う

に

な

っ
た

の
は
、

こ

の
後

、

間

も

な

あ

こ
と

で

し

た
.

と

あ

る

セ

、、、

ナ

ー

ル

の
授

業

の
時

間

に
・

私

は

ゼ

ミ
ナ

リ

条

達

の
集

中

肇

を

受

け

ま

し

た
。

私

に
対

す

る
学

生

の
批

判

は

、

日
和

見
的

で
あ

る

と

す

る
も

の

で
す

・

私

に
灰

皿
を

投

げ

つ
け

て
、

桐

喝

す

る
学

生

も

お
り

ま

し

た
.

私

と

ゼ

、、チ

リ

ス
蓬

と

の
距

離

は
決

定

的

と
な

っ
て

し

ま

い
ま

し

た

。

私
は
大
学

紛
争
屯

前
後
し

て
三

た
び
法
学

部
長
と
な
り
ま
し

た
.

い
や
、
法
学

部
長

に
祭
り
上
げ
ら
れ

た
、
と

い
、つ
方

が
正
し

い
で

す

・

な

り

手

が

い
な

い
の
で
す

・

た

し

か
、

二

回

目

の
法

学

部

長
時

代

で
し

た

で

し

ょ
う

か
、

内

ゲ

バ
殺

人
事

件

が
起

き

た

の
は
.

他

大

学

の
学
生

が
禦

川
大
学

の
キ

ャ
ン
パ
ス
内

で
、
他

の
セ
ク
あ

学
生

に
殺
害
さ
れ
た
も

の
で
す
.
神
奈
川
大
学

は

「殺

人
大
学
」
と
し

て
・
紛
争

大
学

の
最
低

の
亜
詳

を
浴

び
た
も

の
で
す
.
私
は
当
時

「
執
行
部
」

(糞

代
行
プ

フ
ス
四
学
部
長

の
責
任
体
制
を
そ
、つ
呼
ん
で
お
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り
ま
し
た
)

の

一
員

で
し

た
の
で
、
社
会
的

に
そ

の
責
任

の
追
究

は
厳
し

か

っ
た
よ
う

で
す
。

大
学
紛
争
中

の
自
分
史

の
中

で
、
特
筆

さ
れ

る

の
は
、

一
九

七
六
年

(昭
和
五

一
年
)
九
月

の
、

い
わ

ゆ
る

「
二
十
四
時

間
団
交
」
と

い
わ
れ

る
も

の
で
す
。
私

が
三
度
目

の
法
学
部
長

の
時

で
し
た
。
大
講
堂

で
学
費
値
上
げ
撤
回
要
求

の
学
生
等

と

の
団
体
交
渉

で
す
・
飯

田
耕
作
外
国
語
学
部
教
授

の
学
長
時
代

で
す
。

「
執
行
部
」

(学
長
プ
ラ

ス
各
学
部
長
、
教
務
部
長
)
ほ
か
、
学
外

の
理
事
も
出
席

し

て

い
た

か
と
思

い
ま
す
。
学
生
等

は
、
授
業
料
値
上
阻
止

の
大
合
唱

で
、
わ
れ
わ
れ
を
吊

し
あ
げ

ま
し
た
。
前

日
の
午
前

中
か
ら
、

翌
日

の
午
前

ま

で
、
学
生
等
は
我

々
を
解
放

し
ま
せ
ん
で
し

た
。
学
生
等

は
、
粗
末

な

パ
ン
を
私
達

に
手
渡
し

た
の
で
す

が
、

私
は

一
片

の
パ

ン
も

咽

喉
を
通

ら
ず
、

二
杯

の
茶
を
飲

ん
だ
だ
け

で
し
た
。
「
執
行
部
」

の

}
教
貝

が
、
値
上
撤

回
を
表

明
し
た

こ
と

に
よ

り
、

こ

の

「
二
十

四

時
間
団
交
」

は
幕
と
な
り
ま
し
た
。

そ

の
後
、
私

は
短

期
間

で
し

た

が
、
学

長
事
務

取
扱

の
要
職

を
も
務

め
ま

し
た
。

大
学

紛
争

勃

発
後
、
学
部

長
職
、
学
長

職
を
辞

任

し
、
あ

る

い
は
拒
否
す

る
姿
勢

が
長
期
間

に
亘
り
続

い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
神
奈

川
大
学

に
お
け

る
、
紛
争
状
態

は
、
急
激

に
終
末

を
迎

え

た
も

の
で
な
く
、
散
発
的

な
紛
争

は
そ

の
後
も
引

き
続

い
て
起
り
ま
し

た
。

法
学
部
設
置
三
十
周
年

と

い
い
ま
し
て
も
、

二
十
年
近
く
は
紛
争
中

の
法
学
部

と
位
置

づ
け

ら
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

427
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法
学
部
略
年
表

一

九

二

八

年(昭和三)一九二九(昭和四)一九三〇(昭和五)一九三一二(昭和八)一九三入(昭和一三)一九四三(昭和一八)一九四四(昭和一九)

四三五三一

二五四

横
浜
市
中
区
桜
木
町
に
横
浜
学
院
を
開
設横浜専門学校設立認可(校長林頼三

郎)横浜専門学校、六角橋(現在地)へ移転第一部第二回卒業式(法学科は第一回卒

業
生)『商経法論叢』創刊創立}五周年記念式典開催法学科を法政科に改称



(429)付二 法学部略年表
・

一
九
四
五

(昭
和
二
〇
)

一
九
四
六

(昭
和

二

一
)

一
九
四
八

(昭
和

二
三
)

一
九

四
九

(昭
和
二
四
)

一
九

五
〇

(昭
和

二
五
)

一
九
五

一

(昭
和

二
六
)

一
九
五

二

(昭
和

二
七
)

一
九
五
九

(昭
和

三
四
)

一
九
六
一二

(昭
和

三
八
)

一
九

六
五

(昭
和
四
〇
)

一
〇

二

 

一
〇

四 一 四

 

三四三
一 一一 〇

 

四

大
倉
精
神
文
化
研
究
所
と
県
立
横
浜
第
二
中
学
校

六
角
橋
の
校
舎

へ
復
帰

(現
、
翠
嵐
高
校
)

で
授
業
再
開

創
立
二
〇
周
年
記
念
祭
開
催

神
奈
川
大
学
第

一
回
入
学
式

『商
経
法
論
叢
』
復
刊

法
学
専
修

コ
ー

ス
設
置
に
と
も
な

い
商
経
学
部
を
法
経
学
部
に
改
称

横
浜
専
門
学
校
最
後
の
卒
業
式

横
浜
専
門
学
校
を
廃
止

法
学
専
修

コ
ー

ス
を
学
科
に
改
編

神
奈
川
大
学
第

一
回
卒
業
式

三
〇
周
年
論
文
集
刊
行

(『社
会
科
学

の
方
法
と
諸
問
題
』
)

創
立
三
〇
周
年
記
念
式
典

創
立
三
五
周
年
記
念
式
典
開
催

法
経
学
部
を
法
学
部
、
経
済
学
部
に
分
離
、
独
立

商
経
法
学
会
が

「神
奈
川
大
学
法
学
会
」
「
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
」
に
分
離

法
学
会

『神
奈
川
法
学
』
創
刊
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一
九
六
六

(昭
和

四

一
)

一
九

六
七

(昭
和
四
二
)

一
九
六
九

(昭
和

四
四
)

一
九
七
八

(昭
和
五
三
)

一
九
七
九

(昭
和
五
四
)

一
九
入
○

(昭
和
五
五
)

一
九
八
二

(昭
和
五
七
)

一
九

八
三

(昭
和
五
八
)

一
九
八

五

(昭
和

六
〇
)

一
九
八
七

(昭
和
六

二
)

二

 

四三一 九 四
四 九 八 七 一 三三

=

『神
奈
川
学
生
法
学
』
創
刊

大
学
院
開
設

学
則
改
正

(カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の
大
改
正
)

「法
学
研
究
所
」
設
置

創

立
五
〇
周
年
記
念
式
典
挙
行

創
立
五
〇
周
年

『記
念
論

文
集

』
刊
行

法

学
研
究
所

『研
究
年
報
』
創
刊

英
国
、

ア
ス
ト

ン
大
学

と

の
交

流
協
定

に
調
印

『神
奈

川
大
学
五
〇
年
小
史
』

刊
行

一
七
号
館

(研
究
棟
、
室
内
プ
ー

ル
な
ど
)
竣

工

第

一
回
横
浜
市
民
講
座
、
神
奈

川
県
民
講
座
開
催

タ
イ
王
国
、
タ

マ
サ
ー
ト
大
学

、

マ
ヒ
ド

ン
大
学

と
学
術
交
流
協
定
を

締
結

法
学

研
究
叢
書

二

)
刊
行

『神
奈

川
大
学
評
論
』
創
刊

ス
ペ
イ

ン
、

サ
ラ

マ
ン
カ
大
学

と
学
術
交
流
協
定

を
締
結



(431}付二 法学部略年表

一

九
八
八(昭和六三

)

=

「
神
奈
川
大

学ー

六

〇
年
の

あ
ゆ
み

ー」

刊
行

」

九
八
九

一

〇

『
創
立
六
〇
周
年
記
念
論
文
集』

刊
行

(
平
成
元
年)

一

九
九

〇(平成二)

ニヒ

ア
メ

リ
カ、

ハ

イ
デ
ル
バ

ー
グ

大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
締
結第一回市民大学講座開催

一

九

九
一〔平成三)

三

ア
メ

リ
カ、

カ
ン

ザ
ス

大
学
と
学
術
交
流

協
定
を
締
結

一

九
九
二

=

神
奈
川
大
学
評
論
叢
書
創
刊

(
平
成
四)

一

九

九

三(平成五)一九九四(平成六)

二四七

韓
国、

慶
南
大
学
校
法
政
大
学
と
法
学
部
の
交
流
協
定
締
結大学設置基準の改正に伴うカリキュラム改革実施第一回神奈川大学フォーラムを金沢市で開催

】

九
九
五

四

法
学
部
に
自
治
行
政
学
科
増
設

(
平
成
七)

431


